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内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項　予予約　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

地域包括支援センター通信
Vol.10

介護家族会・交流会とは　
　介護をしている家族が、お互いに悩みを分かち合い、共有し、連携
することでお互いに支え合う会です。家族、医療と介護の専門スタッ
フなどが参加して開催しています。
▽ 体験者同士の交流は、ストレスの発散と介護知識を広め情報収集に
役立ちます。

▽ ひとりで頑張りすぎないで、介護の先輩の知識を生かしましょう。
▽ 先行きが不安だからこそ。手をつなぎ、お互いに支え合いましょう。

　話ができて楽しかった。（言葉で会話できない本
人や介護者の）つらさやイライラを聞いてもらえ
た。元気をもらって帰る。また、がんばれそう。

　地域に話せる場があってよかった、困っている
人を知っているので誘ってみよう。

　介護方法や防水シーツの使い方、（妻の）Ｓサイ
ズの服が買える店、洗濯、裾上げの仕方などの具
体的な情報がもらえて助かったよ。

守口市の認知症情
報誌を活用してく
ださい。守口市役
所、各包括支援セ
ンターにあります。

守口第1地域包括
支援センター
家族の会   交流会

家族会　
 交流会

家族交流会
　えみの会

守口第2地域包括支援センター
介護者家族交流会

守口第6地域包括支援センター
認知症の方を介護している家族の会
いちごの会

時毎月第4土曜日   10：00～（2時間程度）
場つどいの場   ヴィオラ
　大久保町4-18-3
℡06-6904-8900

時偶数月第4木曜日
　14：00～15：30
場 守口第6地域包括支援セン
ター
　南寺方南通3-4̶13
℡06-6997-3336

時毎月第２火曜日   13：30～15：30
場市民保健センター内
　南部エリアコミュニティセンター
℡06-6996-1632(代表   山口多恵子)

時毎月第4火曜日
　13：30～14：30
場 庭窪コミュニティセン
ター（１階憩いの間）
　 佐太中町1-6-45
℡06-4393-8401

介護者（家族）の会
 ～ 一人で悩まないで ～

参加家族介護者の感想

大阪880万人訓練を実施
問大阪880万人訓練事務局 問危機管理室℡06-6941-0351 ℡06-6992-1497
　災害時の人的被害を軽減するため、府民の自助意識を
高めることを目的にした情報伝達訓練「大阪880万人訓
練」が9月3日（金）13：30に、府内一斉に行われます。市
民の皆さんの携帯電話に、訓練としてエリアメール／緊
急速報メールが一斉配信されます（13：33に大阪府か
ら、13：40に守口市からメール配信）。
　実施にあたり、訓練当日13：00ごろ、市内66カ所に
設置している同報系防災行政無線を一斉に放送し、市民
の皆さんに対して、訓練内容の周知や啓発を行います。
趣旨をご理解の上、ご協力ください。
　この機会を利用し、いざというときにきちんと行動で
きるよう、災害発生の緊急情報を受け取ったらどのよう
に身を守る行動を取るかを想像し、万が一に備えましょ
う。
注 府からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染者が
増加し、警戒などが必要になった場合は、訓練を中止
することがあります。

問高齢介護課
℡  06-6992-1610

　新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮す
る世帯に対しては、緊急小口資金等の特例貸付などによ
る支援が行われてきた一方、影響が長期化する中で、既
に総合支援資金の再貸し付けが終了するなどにより、特
例貸付を利用できない人がいます。
　こうした人に対して、就労による自立を図るもしくは
円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイ
ルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。
支給期間　３カ月間
支給額（月額）　
▽単身世帯   6万円
▽2人世帯   8万円
▽3人以上世帯   10万円
手続き　
　くらしサポートセンター守口（通称「くらサポ」）が申請
の受付を行っています。
　詳細な手続き、申請に必要な書類などは問い合わせ先
へ確認してください。
　原則郵送での申請となり、申請期限は8月末までです。
場市役所６階くらしサポートセンター守口

対▽緊急小口資金の特例貸付を利用できない人
　▽ 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または８
月までに借り終わる世帯

　▽総合支援資金の再貸付が不承認となった人
　▽ 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込
みに至らなかった世帯

　▽ 上記に該当した上で、次のA.～C.の全てを満たして
いる人

　Ａ．収入が①＋②の合計額を超えないこと
　①市町村民税の均等割が非課税となる収入の1／12
　②生活保護の住宅扶助基準額
　Ｂ． 金融資産が、上記Ａ．①の6倍以下（100万円以下）
　Ｃ． 今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動

をおこなうこと
　 ▽公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱
心に求職活動を行うこと
　 ▽就労による自立が困難であり、この給付終了後の生
活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申
請を行うこと

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の
申請を受付中

問くらしサポートセンター守口 ℡06-6998-2003

9月3日（金）訓練の流れ
時刻 内容

13:00ごろ 市内の同報系防災行政無線（全66カ所）
から訓練内容について放送

13:30 地震発生（想定）

13:33 大阪府から「大津波警報発表」の
緊急速報メール一斉配信

13:40 守口市から「火災発生」の
緊急速報メール一斉配信


